
 

 

宝塚市小規模事業者等応援一時支援金給付要綱 

 

 （通則） 

第１条 宝塚市小規模事業者等応援一時支援金（以下「支援金」という。）の給付に関

しては、補助金等の取扱いに関する規則（平成元年規則第１９号）の定めるところに

よるほか、この要綱に定めるところにより行うものとする。 

（目的） 

第２条 この支援金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、緊急事態宣言等

の度重なる発令による外出自粛等で売上が減少したフリーランスを含む小規模事業者

に対して、緊急経済対策として給付を行うことで、事業継続を図ることを目的とする。 

（事務局の設置） 

第３条 宝塚市は、前条の目的を達成するため、宝塚市小規模事業者等応援一時支援金

事務局（以下、「事務局」という。）を設置し、給付に必要な事務等を事務局が行う。 

 （給付対象者） 

第４条 支援金の給付の申請を行うことができる者（以下「申請者」という。）は、次

の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者で、２０２１年１０月１日現在、宝塚市内

において本店又は主たる事務所、営業所、店舗等を設置している事業者のうち、別表

第１左欄に掲げる業種の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める従業員数の規模に該

当する者で、２０２１年４月から９月までの任意の１月に係る月間事業収入が、２０

１９年中又は２０２０年中の応当する月と比較して２０％以上５０％未満の範囲で減

少したこと。なお、開業１年未満の事業者については、２０２１年４月から９月まで

の任意の１月に係る月間事業収入が、当該任意月の直近３ヵ月の平均事業収入と比較

して２０％以上５０％未満の範囲で減少したこと。また、事業者のうち、主たる収入

を雑所得又は給与所得で申告している者は、２０２１年１０月１日現在、宝塚市内に

住民登録を有すること。ただし、当該事業者が法人税法別表第１に規定する公共法人、

政治団体又は宗教法人である場合は、この限りでない。 

 (１)  緊急事態宣言等の発令に伴い、緊急事態宣言等の発令地域において、兵庫県に

よる営業時間短縮要請に伴う協力金の支払対象となっている飲食店の営業者（食



 

 

品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条の規定による都道府県知事の許

可（食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６号）附則第１０

条の規定により当該許可とみなされるものを含む。）を受けた者をいう。）との

間で直接又は間接の取引があること。 

 (２)  新型コロナウイルス感染症の感染状況の拡大に伴い、不要不急の外出又は移動

の自粛等による直接的な影響を受けたこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、２０２１年４月から９月までの期間に、兵庫県新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止協力金又は兵庫県の実施する酒類販売事業者支援金を受給

した場合にあっては、支援金の給付の申請を行うことができない。 

 （給付額） 

第５条 支援金の給付額は、一の申請者につき１００，０００円とする。この場合にお

いて、一の申請者が異なる屋号等を用いて複数の事業を行っているときであっても、

一度限りの給付とする。 

 （給付申請） 

第６条 申請者は、別に市長が定める期間内に、宝塚市小規模事業者等応援一時支援金

給付申請書兼請求書（様式第１号）に別表第２に定める証拠書類を添えて、提出しな

ければならない。 
（宣誓及び同意） 

第７条 申請者は、次の第１号から第４号までのいずれにも宣誓し、次の第５号から第

８号までのいずれにも同意した者でなければ、支援金を給付しないものとする。また、

申請者が虚偽の宣誓を行った場合又は同意した事項に違反した場合、市長は当該申請

者について支援金を給付しないこと（以下、「不給付」という。）を決定でき、また

申請者が既に支援金の給付を受けていた場合は、速やかに支援金を返還するよう求め

ることができる。 

（１）申請者は、支援金の申請において、第４条の各種要件を満たしており、様式第 

１号の記載内容及び別表第２に定める証拠書類に虚偽のないこと。 

（２）申請者または使用人、その他従業員もしくは構成員等が宝塚市暴力団排除条例 

第２条第１号に規定する暴力団及び同条第２号に規定する暴力団員並びに同３号



 

 

に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

（３）公序良俗に反する事業を営んでいないこと。 

（４）支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。 

（５）２０２１年４月以降において、中小企業庁が給付する緊急事態宣言の影響緩和 

に係る月次支援金の給付対象である場合は、本市の支援金の受給資格がないこと 

に同意し、既に受給していた場合には速やかに返還すること。 

（６） 当申請内容に虚偽が判明した場合は、速やかに支援金を返還すること。 

（７）当申請について検査・報告の求めがあった場合は、これに応じることとし、給 

付を受けた後も同様とすること。 

（８）当申請で得た情報を市が商工振興施策などの検討に使用すること。 

（審査） 

第８条 事務局は、申請者により提出された基本情報等に基づいて申請内容の適格性等

について審査を行い、給付要件を満たすことが確認できた場合は、次条に基づき、支

援金の給付に係る手続きを行う。ただし、事務局は、申請者の申請が、給付要件を満

たさないおそれがある場合は、次の各号の対応を行う。なお、次の各号の対応を行う

場合は、審査に時間を要する可能性があり、その他の場合に比べて給付までに時間を

要する場合があるものとする。 

（１）事務局は、申請者に対して、給付要件を満たすことが確認できる基本情報等の 

提出の依頼（以下「不備修正依頼」という。）を行う。申請者は、不備修正依頼 

を受け次第、給付要件を満たすことができる基本情報等を速やかに事務局に提出 

する等の対応（以下「不備修正」という。）を行う。 

（２）事務局は、申請者から提出された基本情報等が外形的に本要綱に定める内容を 

満たしたとしても、給付要件を満たさないおそれがあると認める場合には、申請 

者に対して、事務局が必要と認める書類（以下「追加証憑」という。）を速やか 

に提出することの依頼（以下「追加証憑提出依頼」という。）を行うことができ 

る。申請者は、追加証憑提出依頼を受け次第、給付要件を満たすことが確認でき 

る追加証憑を速やかに事務局に提出する等の対応を行う。 

（３）事務局は、申請者の申請が給付要件を明らかに満たさないと認める場合には、 



 

 

前２号にかかわらず、不備修正依頼又は追加証憑提出依頼を行うことなく、申請 

者に対して、期限を定めて、申請の取下げを依頼し、又は次条に基づき不給付を 

決定することができる。 

（４）事務局は、不備修正依頼又は追加証憑提出依頼を行ったにもかかわらず、申請 

者による速やかな不備修正又は追加証憑提出が行われなかった場合には、申請者 

に対して、期限を定めた不備修正依頼又は追加証憑提出依頼を行うことができる。 

事務局は、期限内に申請者から給付要件を満たすことが確認でき基本情報等又は 

追加証憑が提出されなかった場合には、次条に基づき、不給付の決定及び通知を 

行うことができる。 

（給付決定） 

第９条 支援金は、宝塚市の予算額の範囲内に限り、申請者からの申請について、市⾧ 

が事務局の審査を通じて給付要件を満たすと確認した時点で成立し、市⾧が給付額を 

決定（以下「給付決定」という。）する。 

２ 支援金の給付は、次の各号により行う。 

（１）事務局は、申請者により提出された基本情報等をもとに申請内容の適格性等につ

いて審査を行い、審査結果を宝塚市へ提出する。 

（２）市⾧は前号に規定する事務局からの報告を受け、一時支援金を交付することが適 

当であると認めた場合は、宝塚市小規模事業者等応援一時支援金給付決定兼確定通 

知書（様式第２号）により申請者に対して通知し、速やかに申請者が指定する金融 

機関の預金口座に支援金を振り込むこととする。また、不適当と認めた場合には、 

宝塚市小規模事業者等応援一時支援金給付不給付決定通知書（様式第３号）により、 

申請者に対し通知するものとする。 

（給付決定の取消） 

第１０条 市長は、前項の規定による給付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該

当すると認めたときは、当該決定を取り消すことができる。 

 （１） この要綱の規定に違反したとき。 

 （２） 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

 （３） 虚偽その他不正な行為等により支援金を受けたとき。 



 

 

２ 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を支援金給付決定取消通知

書（様式第４号）により当該取消しの対象者に通知するものとする。 

３ 支援金は、事務局の審査を経て市長が給付を決定するものであり、原則として民法

（明治２９年法律第８９号）が適用され、贈与契約の解除及び給付決定の取消しにつ

いては、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）上の不服申立ての対象となら

ない。 

（支援金の返還） 

第１１条 市長は、前条第１項の規定による取消しを決定した場合において、当該決定

の日の翌日から１５日以内の期間を定めて、支援金の返還を命ずることができる。 

２ 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することがで

きる。 

（補則） 

第１２条  この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に市

長が定める。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１１月１日から施行する。 

 （要綱の失効） 

２ この要綱は、令和４年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表第１（第３条関係） 

業種 常時雇用する従業員数(※) 

ア 製造業・建設業・運輸業 

又は、ア～ウを除くその他全業種 

２０人以下 

イ 商業（卸売業、小売業及び飲食業） ５人以下 

ウ サービス業 ５人以下 

 (うち、宿泊業、娯楽業及び旅行業) ２０人以下 

備考 この表において、「従業員数」とは、正社員、パート、アルバイト等の呼称に

かかわらず、期間の定めなく（雇用契約期間が反復更新される場合を含む。）雇用

されている者の人数をいう。 

 

別表第２（第５条関係） 

申 請 者

が 法 人

で あ る

場合 

（１）２０２１年４月以降の月別の売上に関する書類（申請者が利用する経理ソフト

から抽出したデータ、売上台帳又は試算表帳簿の写し等の資料をいう。） 

（２）２０１９年分又は２０２０年分の所得税確定申告書類の写し等（法人事業概況

説明書及び確定申告書別表１を含み、収受印日付があるもの（e-Taxの場合にあって

は、受付日付の印字又は受信通知画像の添付があるもの）をいう。） 

※開業１年未満のものについては、２０２１年４月から９月までの任意の１月に係

る売上に関する書類（申請者が利用する経理ソフトから抽出したデータ、売上台帳

又は試算表帳簿の写し等の資料をいう。）、及び当該任意月の直近３ヵ月の売上に

関する書類（申請者が利用する経理ソフトから抽出したデータ、売上台帳又は試算

表帳簿の写し等の資料をいう。） 

（３）履歴事項全部証明書の写し（商業・法人登記） 

（４）申請者名義の振込先金融機関の通帳等の写し（金融機関名、店番号、支店名、 

口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるものをいう。） 

（５）その他市長が必要と認める書類 



 

 

申請者

が個人

事業主

である

場合 

（１）２０２１年４月以降の月別の売上に関する書類（申請者が利用する経理ソフト

から抽出したデータ、売上台帳又は試算表帳簿の写し等の資料をいう。） 

（２）２０１９年分又は２０２０年分の所得税確定申告書類の写し等（確定申告書第

１表を含み（青色申告の場合にあっては、青色申告決算書を含む。）、収受印日付

があるもの（e-Taxの場合にあっては、受付日付の印字又は受信通知画像の添付が

あるもの）をいう。） 

※開業１年未満のものについては、２０２１年４月から９月までの任意の１月に

係る売上に関する書類（申請者が利用する経理ソフトから抽出したデータ、売上

台帳又は試算表帳簿の写し等の資料をいう。）、及び当該任意月の直近３ヵ月の

売上に関する書類（申請者が利用する経理ソフトから抽出したデータ、売上台帳

又は試算表帳簿の写し等の資料をいう。） 

（３）事業所の所在地を示す書類（開業届の写し、屋号が確認できる事業所又は店舗

の外観写真等の資料をいう。） 

（４）本人確認書類（運転免許証（両面）の写し、個人番号カード（表面）の写し、

写真付きの住民基本台帳カード（表面）の写し等顔写真付きのものをいう。） 

（５）申請者名義の振込先金融機関の通帳等の写し（金融機関名、支店番号、支店名、

口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるものをいう。） 

（６）その他市長が必要と認める書類 

申請者

がフリ

ーラン

スであ

る場合 

（１）２０２１年４月以降の月別の売上に関する書類（申請者が利用する経理ソフト

から抽出したデータ、売上台帳又は試算表帳簿の写し等の資料をいう。） 

（２）２０１９年分又は２０２０年分の所得税確定申告書類の写し等（確定申告書第

１表を含み（青色申告の場合にあっては、青色申告決算書を含む。）、収受印日付

があるもの（e-Taxの場合にあっては、受付日付の印字又は受信通知画像の添付が

あるもの）をいう。） 

※開業１年未満のものについては、２０２１年４月から９月までの任意の１月に

係る売上に関する書類（申請者が利用する経理ソフトから抽出したデータ、売上

台帳又は試算表帳簿の写し等の資料をいう。）、及び当該任意月の直近３ヵ月の

売上に関する書類（申請者が利用する経理ソフトから抽出したデータ、売上台帳

又は試算表帳簿の写し等の資料をいう。） 



 

 

（３）業務委託契約のわかる書類（業務委託契約書等又は業務委託契約等、契約相手

方発行の支払調書又は契約相手方の署名のある支払明細書、源泉徴収票、報酬等の

支払いが確認できる通帳の写しのいずれか２点） 

 ※主たる収入を雑所得又は給与所得で申告している者 

（４）国民健康保険証（高齢者医療保険証）の写し（表面） 

※主たる収入を雑所得又は給与所得で申告している者 

（５）本人確認書類（運転免許証（両面）の写し、個人番号カード（表面）の写し、

写真付きの住民基本台帳カード（表面）の写し等顔写真付きのものをいう。） 

（６）申請者名義の振込先金融機関の通帳等の写し（金融機関名、支店番号、支店名、

口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるものをいう。） 

（７）その他市長が必要と認める書類 

 


